
◎会長報告－冨澤藤利会長
　皆さん、今日は。毎日暑い日が続いておりますが
体調には十分注意して下さい。まず、初めに先週 8
月 3 日に行われました、ガバナー公式訪問について
報告致します。当日は 10 時から会長と幹事と会長エ
レクトでガバナーに対応致しました。11 時からはク
ラブ協議会を行い各委員長さんから年次計画の報告
をして戴きました。昼食後 12 時 30 分から例会を行
いまして、その中で佐久間ガバナーより卓話がござ
いました。スケジュール案に沿って予定通りガバナー
公式訪問を無事終了することが出来ました。皆さん
ご協力ありがとうございました。特にガバナーの卓
話の中でＲＩ会長賞チャレンジについてお話があり
ました。資料を頂戴致しましたので今後どのように
するか協議したいと思います。それから当クラブ会
員の橋本会員の御尊父様が 96 歳で永眠されました。
お通夜は 8 月 7 日、告別式は 8 月 8 日㈪アルコ会館
勿来で行われました。改めまして故人の御冥福を祈
りたいと思います。それと姉妹クラブであります東
京江戸川ロータリークラブの創立 53 周年記念例会
祝賀会に合計 9名で参加して参りました。東京江戸
川ロータリークラブさんは国際化したグローバルな
活動をされていると感じました。当日は韓国ソウル
のロータリークラブや台湾のロータリークラブから
お客様をお迎えして例会祝賀会を行っておりました。
当クラブも今年 55 周年に当り祝賀例会を実施すべき
かどうか皆様と協議して参りたいと思います。それ
から本日はお客様がお見えです。いわき平中央ロー
タリークラブ副会長の鈴木清友様です。後程ご挨拶
をお願い致します。私からは以上です。
◎ポール・ハリス・フェローバッチ贈呈
　後藤会員と鈴木雅
之会員へポール・ハ
リス・フェローのバ
ッチが届いておりま
す。会長からお渡し
致しますので前の方
へどうぞ。

◎幹事報告－岩元義春幹事
・ガバナー事務所より国際奉仕委員会セミナー開催の
案内が届いております。生駒委員長対応お願いします。
・第 2530 地区奨学生及びグローバル奨学生募集の件
で回覧中です。
・インターアクト活動補助金送金について案内が届い
ております。
・米山記念奨学会委員会セミナー開催案内が届いてお
ります。赤津善宣小委員長宜しくお願いします。
・先週斉藤会員がおいでんプロジェクトに参加し、そ
の活動報告を回覧中です。
・来週の例会は定款休会盆休みとなります。
・8月 20 日に第 2530 地区クラブ奉仕委員会セミナー
が開催されます。佐藤政司委員長、清水信弘増強小
委員長の 2名出席宜しくお願いします。
◎ニューオリンズジャズコンサートのご案内

　いわき平中央ロータリークラブ
副会長　鈴木　清友 様

　皆さん、今日は。平中央ロータ
リークラブ副会長の鈴木清友です。
今日は今月 27 日㈯にアリオスで
ニューオリンズジャズフェスティ
バルが開催されますのでその案内

にやって参りました。ジャズの本場米国ニューオリン
ズよりプロのジャズメンバーがやって来ます。今回
が 4回目ですので是非お時間を作って戴きご参加戴
きたいと思います。3時からのチケットを事務局へお
預けて行きますので宜しくお願い致します。
◎各委員会報告
◇出席委員会－押田小委員長
本日の出席状況は前頁下記の通りです。
◇スマイルボックス委員会－富岡小委員長
・ガバナー公式訪問御苦労様でした。
生駒、渡邉（國）、赤津（善）、富岡、後藤、清水、
星、蛭田、鈴木（孝）、大市、浜津、鈴木（雅）、大
平、髙萩各会員及び冨澤会長、佐藤政司会長エレク
ト、鈴村副会長、岩元幹事
・誕生祝ありがとうございました。　　　　川口会員

ゲスト
　いわき平中央ロータリークラブ

副会長　鈴　木　清　友 様

　 会 員 卓 話　　　星　　行夫 会員

出席状況 正会員数　　　　　   56 名　　　　本日出席会員数　　　　　   37 名
 本日の出席率　　   71.17％　　　　
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・今日は、いわき平中央ロータリークラブから参加さ
せて戴きました。　　　　　　　　　　鈴木清友様
・本日早退ごめんなさい。　　　　　　　　斉藤会員
◇親睦活動委員会－髙萩小委員長
　皆さんのボックスに入れておいた観月家族例会の
ご案内をお忘れになると困るので昨日ファックスで
送信させて戴きました。9月 18 日㈰ 19 時 40 分ミド
リ集合です。船上より月見を楽しみ、日本酒の飲み
比べをして盛り上げたいと思います。大勢のご参加
宜しくお願い致します。
◎新入会員卓話－星　　行夫 会員

　子ども子育て支援新制度について
　まず、新制度が施行される平成
27 年 3 月末までの幼児施設のご説
明を致します。就学前の教育保育
の場は大きくは私立幼稚園、公立
幼稚園、認定こども園、公立保育

所、私立保育所、そして家庭があります。ご存じ
のように、幼稚園と保育所にはお預かりする子ど
もの年齢と親が就労しているかどうかで選択でき
る範囲が決まってきます。どちらか就労していな
い親がいる場合、保育所は入れませんし、子ど
もを預けたいと思っても 3 才からしか幼稚園に預
けられませんでした。また、親が働きたいと思う
ときは保育所や認定こども園の 0 ～ 2 才にしか預
け先がありませんでした。しかし、この年齢区
分の園児を預かる定員枠は少ないため、昨今の待
機児童が多く発生しているわけです。預け先が
ないから、子どもをもう一人作るのを止めようと
かなって、さらに少子化も進むと言う構図です。
　これを解決するため、新しい制度を作って何とか
少子化に歯止めを掛けようとするのが、これからお
話しする子ども子育て支援新制度です。現在の日本
の一番の社会問題は何でしょうか？多くの問題の根
元は少子高齢化問題です。そして、その要因で大き
なものは「出生率の低下」です。その原因は子育て
と仕事の両立の困難さと未婚化等の進行です。その
中で、子育てについては、国としても支援出来ると
いうことで、その方策として「子どもを産み、育て
やすい社会」の実現を目指そうとなったと思います。
平成 22 年頃から政府（当時は民主党）がワーキング
チームを作り新しい子育て制度の検討を開始しまし
た。そして色々と検討を重ね、新制度が平成 24 年 8
月に民主、自民、公明の三党合意の元で可決成立し
ました。2年以上の猶予期間を経て昨年 4月から施行
されました。政府はこの制度を使って、少子化対策
と待機児童解消を一気に解決したいとの意向だった
と思います。
　この制度のポイントですが、以下の 3点です。1つ
目は一つの施設で幼稚園機能と保育園機能を同時に
提供しようとするものです。認定こども園を増やそ
うと言うことです。前の説明で幼稚園と保育所では
入園に際して色々と条件がありますが、一つにすれ
ばそのような問題が解決します。例えば、保育所に
入っていた子どもが片方の親が就労しなくなったた
めに保育所を辞めなければならなくなりますが、こ
ども園ならばそのような子どももそのままその施設
に入って入られます。2つ目は待機児童をなくすため
に、保育施設を増やすことです。特に 0～ 2 才のこ
どもの預け先が少ないため、そのような施設の増大
を図ると言うものです。3つ目は小学校低学年で両親
が就労しているこどもさんの居場所を確保すること
や働き方の多様性に対応できるように一時的にお預
かりすることや夜遅くまで預かることを支援するこ
とです。また、働いていない親の子育て支援も行う

ようになっています。次に大きなポイントとしては、
国からの財政措置が大きく変わったことです。現在
の各施設の財政措置は以下のようです。27 年度以降
は幼児施設への財政措置は施設給付型にしたかった
ようですが、私立幼稚園の多くは今も依然と変わら
ない私学助成の園として活動しています。国は消費
税アップの財源を利用して、この新制度にあててい
ます。では 27 年度 4月から幼稚園や保育所はどのよ
うに変わることが出来たのでしょうか？私立幼稚園
の一部は認定こども園、新制度の幼稚園になること
が出来ましたが、依然として、私学助成の幼稚園と
して残ることも出来ました。公立幼稚園はそのまま
公立幼稚園として、一部認定こども園になったとこ
ろもあります。認定こども園は多くの施設が新制度
の認定こども園となりました。数は少ないですが幼
稚園と保育所に戻った所もあります。公立・私立保
育所は認定こども園や保育所を選ぶことが出来まし
た。では、いわき市の現状です。現在、認定こども
園は 2園、新制度の幼稚園も 2園です。その他の園
は現状維持です。公立幼稚園及び保育所は現状維持
です。地域型保育所は 6園開園しました。私立幼稚
園は新しい財政措置である施設型給付金の額への不
安や私学の建学の精神が失われることを心配して認
定こども園への移行は進みませんでしたが、徐々に
認定こども園が理解されてきましたので、増加する
と思います。公立幼稚園や公立・私立保育所は認定
こども園のメリットを感じていないので移行は進ま
ないと思います。しかし、小規模保育所等の地域型
保育所はますます増えて行くと考えられます。新制
度になり、保護者にとっては何が変わったのでしょ
うか？これまで、幼稚園や保育所だけの預け先が認
定こども園や地域型保育所も加わり、選択の幅が広
がりました。また、施設が新制度に移行した場合、
ほとんどの保護者の保育料は安くなったのですが、
保護者のなかには新制度移行により保育料が逆に高
くなった保護者も居るため、園としては申し訳ない
と思っています。新制度施行後、1年が経過しました
が、現状についてご説明します。都会では待機児童
が更に増えました。その原因は女性の就業率アップ
と核家族化等により、預け先を求める家庭が増えた
ことです。一億総活躍が叫ばれており、この傾向は
更に進むと思います。昨年「保育園落ちた、日本死
ね！」がネットで大きな反響を呼びましたが、これ
により政府も本格的に動き出し、待機児童解消のた
めに企業主導型保育所の開設を始めるようになりま
した。これによりどのくらいの待機児童が解消され
るか判りません。昨年消費税の 10％へのアップが延
期されました。関係者の間ではこの制度の財源が確
保できなくなるのではと心配しています。何とか確
保して欲しいと思っています。
　さて、待機児童対策を阻むものとしてはここに示
すような保育士や幼稚園教諭の処遇の低さや幼児施
設への理解がないことが上げられます。この問題を
解決しない限り、待機児童はなくならないと思いま
す。今後の課題として、以下4点です。「待機児童対策、
認定こども園の移行推進、保育士、幼稚園教諭の確保、
家庭保育のサポート拡大」地道にしっかりと対策し
てゆきたいと考えています。
　最後に新制度の趣旨は「全ての子どもに最善の利
益を保証する」ことです。すなわち、周りの環境に
左右されず、全ての子どもに公平に支援を受けられ
るようにすることです。福島県幼稚園・認定こども
園協会の目標は多文化共生時代をリードする能力を
育み、福島の復興と持続可能な福島の原動力となる
子ども達を育成することです。これを目標に精進し
たいと思っています。


